
2025 年 4月 2日 

朝日生命保険相互会社 

 

マイナンバーカード情報を活用したサービスの開始について 

 

あさひマイページからマイナンバーを登録いただいたお客様を対象に、2025 年 4 月 2 日（水）より 

マイナンバーカード情報を活用した新たなサービスを開始します。 

 

ご登録いただいたマイナンバーカード情報を活用することで、「住所変更・改姓時の手続き案内」「死亡

保険金請求の手続き案内」「年金受取時の生存確認書類の提出省略」のサービスをご提供いたします。 

マイナンバーカード情報を活用した新たなサービス 

住所変更・改姓時の手続

き案内 

お客様からのお申し出がない場合でも、当社から住所変更・改姓のお手続

きをご案内します。 

死亡保険金請求の手続き

案内 

一定期間お申し出がない場合に、当社から受取人様に死亡保険金請求のお

手続きをご案内します。 

⇒お手続き漏れの防止につながり、安心してご契約を継続いただけます。 

マイナンバーカード情報を活用した新たなサービス 

年金受取時の生存確認書

類の提出省略 

毎年の年金請求時に必要な生存確認書類の提出が不要となり、自動で年金

をお受け取りいただけます（2025 年 6 月支払分から対象）。 

※保証期間経過後の終身年金・有期年金にご加入のお客様のみ 

従来からのサービス（2023 年 9 月～） 

マイナンバー提出の省略 保険金や年金等の請求時に、ご契約者様の「マイナンバー申告書」のご提

出が不要になります。 

⇒お手続き時の書類提出のご負担が軽減いたします。 

今後も、お客様に安心をお届けできるよう、サービスの拡充に努めてまいります。 

 

※あさひマイページ「マイナンバー（個人番号）の登録」よりお手続きいただけます（スマートフォンのみ）。 

※「死亡保険金請求の手続き案内」「年金受取時の生存確認書類の提出省略」のサービスについては、契約者（年金受取

人）と被保険者が同一人のご契約が対象となります。 

※ご契約の状況によっては、本サービスをご提供できない場合があります。 

※本サービスには、株式会社野村総合研究所が提供する公的個人認証サービス「e-NINSHO」を利用します。 

「e-NINSHO」は、マイナンバーカードに格納された電子証明書を活用して、オンライン上で本人確認やマイナンバ

ー収集等を行うサービスです。なお、公的個人認証サービスは、総務大臣より認定された企業のみが提供可能であり、

株式会社野村総合研究所は 2017 年 2 月より総務大臣認定を取得しています。 

以上 


